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１．個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律
を統合し、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等の3者における個人情報の取扱いを、独
立規制機関である個人情報保護委員会が一元的に所管する体制を構築する。
＜一元的所管の具体的な意味＞
・ 統合後の法律の執行（監視・監督）は、個人情報保護委員会が行う。
・ 統合後の法律の有権解釈権は、個人情報保護委員会に一元的に帰属する。
・ 統合後の法律に係る企画・立案（附則検討条項に基づく制度の見直し等）は、個人情報保
護委員会が行う。

２．その際、来年の通常国会に改正法案を提出する前提で、現行法制の縦割りに起因する不均衡や
不整合を可能な限り是正する。
＜不均衡・不整合の例＞
・ 民間部門と公的部門で「個人情報」の定義が異なる。
・ 国立病院、民間病院、自治体病院で、データ流通に関する法律上のルールが異なる。
・ 国立大学と私立大学で学術研究に係る例外規定のあり方が異なる。

個人情報保護制度見直しの狙い

○平成27年個人情報保護法改正法附則
附則第十二条

６ 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第
一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情
報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。


















